
４．《通知預金》商品概要説明書 
（平成２０年８月１日現在） 

１．商品名 ・通知預金 

２．ご利用可能な方 ・個人および法人のお客さま 

３．期間 

 

 

・この預金には、払戻に関する期間の定めがあり、預入日から７日間の据置期 

 間が必要です。 

・据置期間経過後は、随時、払戻しができます。 

４．預入 

（1）預入方法 

（2）預入金額 

（3）預入単位 

 

・一括預入 

・５０，０００円以上 

・１円単位 

５．払戻方法 

 

・解約時にお利息とともに一括して払い戻します。ただし、解約予定日の２日前まで

に予告通知が必要です。 

６．利息 

（1）適用金利 

（2）利払方法 

（3）計算方法 

（4）課税 

 

 

 

 

・毎日の店頭表示の利率を適用します。 

・解約時に一括して支払います。 

・付利単位を１０，０００円とした１年を３６５日とする日割計算をします。 

・個人のお客さまは分離課税（国税１５％および地方税５％、合計２０％）、 

 法人のお客さまは総合課税（非課税法人の場合は非課税）となります。 

・法令に定められた条件を満たす個人のお客さまの場合は、申告等の所定の手 

 続きを行うことによりマル優（非課税）の取扱いをご利用いただけます。 

７．手数料  

８．付加できる特約 

  項目 
 

９．中途解約 

 

・据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した 

 利息とともに払い戻します。 

10．預金保険に関する   

  事項 

 

・ この預金は、預金保険の対象となります。 

・ 預金保険制度について、くわしくは店頭備え付けのポスターまたはパンフレットを

ご覧ください。 

11．その他の説明事項 

 
・金利については、当行窓口までお問い合わせください。 

 
 


